




















1 はじめに 

ヒトパルボウイルスB19(B19 ウイルス)は、1975 年に輸血用血液の HB ウイルス検査中に偶

然発見されたウイルスであるが、その後伝染性紅斑をはじめとして遺伝性溶血性貧血患者

の Aplastic crisis、関節炎等の原因となることが判明した。1984 年には英国で伝染性紅

斑流行後に胎児水腫による死・流産の症例が報告され、妊婦の B19 ウイルス感染に対する

注意が喚起された。我が国でも、1986-87 年の全国的な伝染性紅斑の流行以来、B19 ウイル

スによる胎児障害の報告が続いている。母体がB19ウイルス感染を受けてから胎児に障害

があらわれるまでの期間や、危険な妊娠週令・危険率等に関しては、英国での IgM 抗体陽

性の妊婦約 200 名.を追跡した報告がある(Brit.Med.J.,300:1166～1170,1990)。それによ

れば、胎児感染の危険性は全週令にわたるが、特に 20 週令未満が危険性が高い。胎児障害

の危険率は約 10%であった。我が国では、B19 ウイルス感染の実験室診断がまだ一般化され

ておらず、全国的な調査は行なわれていない。しかし、我が国では B19ウイルスに対する

抗体保有率が年々低下し、現在 35才未満では約 20%になっている。伝染性紅斑の流行時に

は妊婦が感染し、胎児に障害を及ぼす危険性を考慮すべきであろう。 


